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「債務超過に係る猶予期間入り」のお知らせ 

 

当社は本日、有価証券報告書を提出し、平成 24年３月期において債務超過の状況に陥ったこと

から、本日の株式会社名古屋証券取引所発表のとおり、「株券上場廃止基準」第２条第１項第５号

（債務超過）に該当するため、猶予期間入りいたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 対象となる法定開示書類 

有価証券報告書（自  平成 23 年４ 月１ 日  至  平成 24 年３ 月 31 日） 

 

２. 債務超過に至った経緯 

当社は、消費者ニーズの多様化、全体的な景気の低迷、制度的要因による一部大口需要の減

少など、当社を取りまく事業環境の悪化を受け、コンテンツの多様化による幅広い顧客層の取

り込みや、固定費の圧縮、経費の見直しなど、収益改善に向けた施策を進めてまいりました。

しかし、当社の業績を抜本的に改善するには至らず、平成 24 年３月期まで６期連続の営業損

失、経常損失及び当期純損失を計上いたしました。この結果、当社は平成 24 年３月末におい

て、338百万円の債務超過となっております。 

 

３. 連結財政状態について 

株式会社名古屋証券取引所の「株券上場廃止基準」第２条第１項第５号（債務超過）の規定

する「純資産の額」とは、「純資産の部の合計額＋特別法上の準備金等－（新株予約権＋少数

株主持分）」であります。当社の平成 24年３月末の純資産は△218百万円でありますが、少数

株主持分が 119百万円であることから、338百万円の債務超過となっております。 

 

４. 猶予期間 

平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日 

 

５. 今後の見通し 

当社は、現在進行中の御園座会館の再開発に係る協議とあわせ、必要な施策を実施すること

により、今期中の債務超過の解消を目指し最大限注力してまいります。                      

 

以上 


